
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原判決中被上告人の上告人Ａ１に対する土地明渡請求に関する部分を破

棄し、右部分につき本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。

　　　　　上告人Ａ１のその余の上告及び上告人Ａ２の上告を棄却する。

　　　　　前項に関する上告費用は、上告人らの負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人谷内文雄の上告理由第一点ないし第四点について

　所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし

て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審

の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ

とができない。

　同第五点について

　原審において、被上告人は、一審判決別紙目録二記載の土地（以下「本件土地」

という。）の所有権に基づき上告人Ａ１に対し所有権移転登記の抹消登記手続及び

明渡を求め、これに対し同上告人は、抗弁として、被上告人の代理人と称する被上

告人の妻Ｄから昭和四六年二月一六日ころ本件土地を買い受けたものであるところ、

(１)　Ｄには右売買の代理権があつた、(２)　民法一一〇条の表見代理が成立する、

(３)　被上告人は右売買を追認した旨主張した。原審は、同上告人主張の右(１)、

(２)、(３)の事実はいずれも認めることができないとして右の売買の効力を否定し、

被上告人の請求をすべて認容した。しかしながら、記録によると、上告人Ａ１は、

事情としてではあるが、本件土地は右買受の時まで同上告人が長期にわたり被上告

人から賃借していたものである旨陳述し、被上告人も右賃貸の事実を認める旨陳述

していることが明らかであり、原審も右の陳述にそう認定をしている。もし、上告

人Ａ１が従前から本件土地の賃借権を有していたとすれば、その後に右賃借権が消
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滅したのでない限り、賃貸人である被上告人は同上告人に対し本件土地の明渡を求

めることはできない筋合であつて、同上告人が無権代理人であるＤから本件土地を

買い受けた事実があるというだけでは、右賃借権が消滅するいわれはないものとい

うべきである。そして、前記の訴訟の経過及び記録によると、上告人Ａ１が、右の

売買が無効と判断される場合でも、従前からの賃借権を本件土地の占有権原として

主張しない意向であるものとは考えられないところであるから、原審としては、訴

訟関係を明瞭ならしめるため、上告人Ａ１の前記陳述の趣旨を釈明し、本件土地の

占有権原として賃借権を主張する趣旨であるとすれば、その賃借権の成否、存続に

ついてさらに審理を尽したうえ、明渡請求について判決すべきであつたものである。

原審が右の釈明をせず、また審理を尽さないで明渡請求を認容したことには、釈明

権の不行使及び審理不尽の違法があり、この違法が原判決に影響を及ぼすことは明

らかである。論旨は理由があり、原判決は被上告人の上告人Ａ１に対する明渡請求

を認容した部分に限り破棄を免れない。そして右の部分についてはさらに審理を尽

す必要があるから、これを原審に差戻すのが相当である。

　よつて、民訴法四〇七条一項、三九六条、三八四条、九五条、八九条、九三条に

従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
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